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付属資料２ 主な被災者支援関連制度集 

支援の類型 制度名（根拠法等） ページ数 

経済・生活面

の支援 
被災者生活再建支援制度（被災者生活再建支援法） p.228 

災害弔慰金（災害弔慰金法） p.229 

災害障害見舞金（災害弔慰金法） p.229 

災害援護資金（災害弔慰金法） p.230 

生活福祉資金貸付制度（福祉費（緊急小口資金・災害援

護費）） 
p.231 

教科書等の無償給与（災害救助法） p.231 

雇用保険の失業等給付 p.232 

住 ま い の 確

保・再建のた

めの支援 

 

住宅の応急修理（災害救助法） p.233 

応急仮設住宅（災害救助法） p.234 

災害復興住宅融資（建設） p.236 

災害復興住宅融資（購入） p.237 

災害復興住宅融資（補修） p.238 

公営住宅への入居 p.239 

 

【留意事項】 

本資料は、主な被災者支援関連制度について、以下より抜粋し作成したもの。その

他の被災者支援関連制度については、以下を参照すること。 

・「被災者支援に関する各種制度の概要（内閣府防災（令和４年７月 1 日現在））」 

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsu

ujou.pdf 

 

 

 

 

・内閣府防災情報のページ＞災害救助法 

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaikyujo.html 

 

  

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf
https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaikyujo.html
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＜経済・生活面の支援＞ 

制度の名称 被災者生活再建支援制度（被災者生活再建支援法） 

支援の種類 給付 

制度の内容  災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい

被害を受けた世帯に対して支援金を支給。 

 支給額は、次のとおり。 

（世帯人数が 1 人の場合は、各該当欄の金額が３／４になる

ことに留意。） 
 基礎支援金 加算支援金 

計 （住宅の被

害程度） 
（住宅の再建方法） 

① 全壊 

（損害割合 50%以上） 

② 解体 

③ 長期避難 

100 万円 

建設・購入 200 万円 300 万円 

補修 100 万円 200 万円 

賃貸（公営住宅

を除く） 

50 万円 150 万円 

④ 大規模半壊 

（損害割合 40%台） 
50 万円 

建設・購入 200 万円 250 万円 

補修 100 万円 150 万円 

賃貸（公営住宅

を除く） 

50 万円 100 万円 

⑤ 中規模半壊 

（損害割合 30%台） 
― 

建設・購入 100 万円 100 万円 

補修 50 万円 50 万円 

賃貸（公営住宅

を除く） 

25 万円 25 万円 

 支援金の使途は限定されてないため、どのようなものにでも

使用可能。詳しくは内閣府の防災情報のページ 

https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shien

sya.html 

「被災者生活再建支援法の概要」を参照。 

 

 

 

 
対象者  制度の対象は、10 世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町

村等の区域に係る自然災害 
 制度の対象となる被災世帯は、以下のとおり。 

①住宅が「全壊」した世帯 
②住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をや

むを得ず解体した世帯 
③災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が

長期間継続している世帯 
④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住すること

が困難な世帯（大規模半壊世帯） 
⑤住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住するこ

https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html
https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html
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とが困難な世帯（中規模半壊世帯） 
 被災時に現に居住していた世帯が対象となるので、空き家、

別荘、他人に貸している物件などは対象にならないため留
意。 

 

制度の名称 災害弔慰金（災害弔慰金法） 

支援の種類 給付 
制度の内容  災害により死亡した者の遺族に対して、災害弔慰金の支給等

に関する法律に基づき､災害弔慰金を支給。 

 災害弔慰金支給額 
 生計維持者が死亡した場合：市町村条例で定める額（500

万円以下）を支給 
 その他の者が死亡した場合：市町村条例で定める額（250

万円以下）を支給 
対象者  災害により死亡した者の遺族 

 遺族の範囲 
 配偶者、子、父母、孫、祖父母 
 上記のいずれも存しない場合には兄弟姉妹（死亡した者の

死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に
限る） 

※対象は、１市町村において住居が５世帯以上滅失した自然災害

等。 

 

制度の名称 災害障害見舞金（災害弔慰金法） 

支援の種類 給付 
制度の内容  災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場

合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき､災害障害見舞

金を支給。 

 災害障害見舞金支給額は次の通り。 
 生計維持者が重度の障害を受けた場合：市町村条例で定め

る額（250 万円以下）を支給 
 その他の者が重度の障害を受けた場合：市町村条例で定め

る額（125 万円以下）を支給 
対象者  災害により以下のような重い障害を受けた者 

1. 両眼が失明した人 
2. 咀嚼（そしゃく）及び言語の機能を廃した人 
3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を

要する人 
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する

人 
5. 両上肢をひじ関節以上で失った人 
6. 両上肢の用を全廃した人 
7. 両下肢をひざ関節以上で失った人 
8. 両下肢の用を全廃した人 
9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する
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障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人 

※対象は、１市町村において住居が５世帯以上滅失した自然災害

等。 

 

 

制度の名称 災害援護資金（災害弔慰金法） 

支援の種類 貸付（融資） 
制度の内容  災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた者に対して、

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必

要な資金を貸し付け。貸付限度額等は以下のとおり。 
貸付限度額  

 ①世帯主に１か月以上の負傷がある場合  

 ア 当該負傷のみ 150 万円  

 イ 家財の 3 分の 1 以上の損害 250 万円  

 ウ 住居の半壊 270 万円  

 エ 住居の全壊 350 万円  

 ②世帯主に１か月以上の負傷がない場合  

 ア 家財の 3 分の 1 以上の損害 150 万円  

 イ 住居の半壊 170 万円  

 ウ 住居の全壊（エの場合を除く） 250 万円  

 エ 住居の全体の滅失又は流失 350 万円  

貸付利率 年３％以内で条例で定める率（据置期間中は無利子） 

据置期間 ３年以内（特別の場合５年） 

償還期間 10 年以内（据置期間を含む） 

  
対象者  以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主 

1.世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね１
か月以上 

2.家財の１／３以上の損害 
3.住居の半壊又は全壊・流出 

 所得制限があり、表の額以下の場合が対象。 
世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額 

1 人 220 万円 

2 人 430 万円 

3 人 620 万円 

4 人 730 万円 

5 人以上 1 人増すごとに 730 万円に 30 万円を加えた額。 

ただし、住居が滅失した場合は 1,270 万円。 

※対象は、都道府県において災害救助法が適用された市町村が、
１以上ある場合などの自然災害。 
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制度の名称 生活福祉資金貸付制度（福祉費（緊急小口資金・災害援護費）） 

支援の種類 貸付（融資） 
制度の内容  生活福祉資金は、低所得世帯、障害者世帯や高齢者世帯に対

して、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を

貸し付けるもの。 

 生活福祉資金には、「緊急かつ一時的に生計の維持が困難とな

った場合の少額の費用（緊急小口資金）」や「災害を受けたこ

とにより臨時に必要となる費用（福祉費（災害援護費））」の

貸付がある。それぞれの貸付限度額等は次のとおり。 
 

緊急小口資金 
貸付限度額 10 万円以内 

貸付利率 無利子 

据置期間 貸付けの日から２月以内 

償還期間 据置期間経過後 12 月以内 

 

福祉費（災害援護費） 
貸付限度額 150 万円（目安） 

貸付利率 連帯保証人を立てた場合：無利子 

連帯保証人を立てない場合：年 1.5% 

据置期間 貸付けの日から 6 月以内 

償還期間 据置期間経過後 7 年以内（目安） 

 

 なお、大規模災害時には、貸付対象世帯の拡大や、据置期間

や償還期間の拡大などの特例措置を実施することがある。 

 このほか、生活福祉資金には、総合支援資金、教育支援資金、

不動産担保型生活資金がある。 
対象者  低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯。 

 福祉費（災害援護費）については、災害弔慰金の支給等に関

する法律の災害援護資金の対象となる世帯は対象外。 

 

制度の名称 教科書等の無償給与（災害救助法） 

支援の種類 現物支給 
制度の内容  災害救助法に基づき、災害により学用品を失った児童・生徒

に対して、教科書や教材、文房具、通学用品を支給。 
対象者  災害救助法が適用された市町村において、住宅に被害を受け

学用品を失った小・中学校、高等学校等の児童・生徒（特別支

援学校、養護学校の小学児童及び中学部生徒、中等教育学校、

特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学

校の生徒を含む）が対象 
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制度の名称 雇用保険の失業等給付 

支援の種類 給付 
制度の内容  労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合等に、生活

及び雇用の安定並びに就職の促進のために、求職者給付、就

職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付を一定の要件を満

たした者に支給するもの。 

 災害により雇用される事業所が休業することとなったため、

一時的な離職又は休業を余儀なくされた者に雇用保険の基本

手当を支給する特例措置を実施する。 
対象者  災害救助法の適用を受ける市町村に所在する事業所に雇用さ

れる者で、事業所が災害を受け、やむを得ず休業することと

なったため、一時的に離職を余儀なくされ、離職前の事業主

に再雇用されることが予定されている者が対象。 

 激甚災害法第 25 条の規定が適用された場合に、激甚災害法

の適用を受ける地域に所在する事業所に雇用される者で、事

業所が災害を受け、やむを得ず休業することになったため、

休業を余儀なくされた者が対象。 
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＜住まいの確保・再建のための支援＞ 

制度の名称 住宅の応急修理（災害救助法） 

支援の種類 現物給付 

制度の内容  災害救助法に基づき、住宅が中規模半壊、半壊（半焼）、準半

壊のいずれかの住家被害を受け、自ら修理する資力がない世

帯又は、大規模な補修を行わなければ居住することが困難で

ある程度に住家が半壊（いわゆる大規模半壊）した世帯に対

して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に最小

限度の部分を応急的に修理。（全壊（全焼）の場合は、修理す

ることで居住することが可能となる場合には、個別に対象と

することが可能。） 

 応急修理は、都道府県又は市町村が業者に委託して実施。 

 修理限度額は令和４年４月基準において１世帯あたり、 
① 大規模半壊、中規模半壊、半壊（半焼）の世帯：65 万 5

千円以内 
② 準半壊（損害割合が 10％以上 20％未満）の世帯：31 万 8

千円以内 

 同じ住宅に２以上の世帯が同居している場合は１世帯とみな

す。 

※詳細については、内閣府防災のホームページを参照。 

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_c7.pdf 

 

 

 

 

 

 

 
対象者 ●災害救助法が適用された市町村において、罹災証明書に「全

壊（全焼）、大規模半壊、中規模半壊、半壊（半焼）、準半
壊」との記載がある者 

※応急修理期間における応急仮設住宅の使用については、応急
修理の期間が 1 カ月を超えると見込まれる者であって、自宅
が半壊（住宅としての利用ができない場合）以上の被害を受
け、他の住まいの確保が困難な者に対して 、応急仮設住宅
の入居が可能。（入居期限は災害の発生の日から原則 6 カ
月） 

 

  

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_c7.pdf
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制度の名称 応急仮設住宅（災害救助法） 

支援の種類 現物支給 
制度の内容 【建設型応急住宅】 

 対象者 

住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であっ

て、自らの資力では住宅を得ることができないもの 

※半壊であっても住み続けることが困難な程度の傷みや避難

指示の長期化が見込まれるなどの全壊相当を含む（要個別

協議） 

 費用限度額は令和４年４月基準において次のとおり。 

１戸当たり平均 6,285,000 円 

 住宅規模 

応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成

等に応じて設定 

 着工時期 

災害発生の日から 20 日以内（特別基準の設定可） 

 

【賃貸型応急住宅】 

 対象者 

住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であっ

て、自らの資力では住宅を得ることができないもの 

※半壊であっても住み続けることが困難な程度の傷みや避難

指示の長期化が見込まれるなどの全壊相当を含む（要個別

協議） 

 費用限度額 

地域の実情に応じた額（実費） 

 家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料又は火災保険等、

民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なも

の 

 住宅規模 

世帯の人数に応じて建設型応急住宅で定める規模に準じる規

模 

 着工時期 

災害発生の日から速やかに提供 

※詳細については、内閣府防災のホームページを参照。 

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_c2.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_c2.pdf


付属資料 2 主な被災者支援関連制度集 

235 
 

付
属
資
料
２ 

備考  応急修理期間における応急仮設住宅の使用については、応急

修理の期間が 1 カ月を超えると見込まれる者であって、自宅

が半壊（住宅としての利用ができない場合）以上の被害を受

け、他の住まいの確保が困難な者に対し、応急仮設住宅の入居

が可能。（入居期限は災害の発生の日から原則 6 カ月） 
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制度の名称 災害復興住宅融資（建設） 

支援の種類 貸付（融資） 
制度の内容 
（独立行政法
人住宅金融支
援機構の場
合） 

 自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、罹

災証明書を交付されている者が、住宅を建設する場合に受け

られる融資。 

 融資が受けられる住宅部分の床面積の制限はない。 

※店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約２

分の１以上必要。 

 融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援

機構の定める基準を満たす必要がある。 

 この融資は、融資の日から３年間の元金据置期間を設定でき、

据置期間を設定すると返済期間を延長することが可能。 

 

 融資限度額（※１） 返済期間（※２） 

土地取得資金なし 2,700 万円 
35 年 

土地取得資金あり 3,700 万円 
 
※１高齢者向け返済特例を利用した場合は、上記の融資限度額

又は機構による担保評価額（建物と敷地の合計額）のいずれ
か低い額が上限となる。 

※２高齢者向け返済特例を利用した場合の返済期間は、申込人
（連帯債務者を含む）全員が死亡するまでである。なお、元
金据置期間は設定できないことに留意すること。 

 
 
（注）その他詳細については、独立行政法人住宅金融支援機構

ホームページを参照すること。 
（https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html） 

 
 
 
 
 
 

対象者  自身が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を建

設する者で、住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」 

又は「半壊」の「罹災証明書」の発行を受けた者。 
  

https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html
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制度の名称 災害復興住宅融資（購入） 

支援の種類 貸付（融資） 
制度の内容 
（独立行政法
人住宅金融支
援機構の場
合） 

 自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、罹

災証明書を交付されている者が、住宅を購入する場合に受け

られる融資。 

 融資が受けられる住宅部分の床面積の制限はない。 

※店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約２

分の１以上必要。 

 融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援

機構の定める基準を満たす必要がある。 

 この融資は、融資の日から３年間の元金据置期間を設定でき、

据置期間を設定すると返済期間を延長することが可能。 

 

融資限度額（※１） 返済期間（※２） 

3,700 万円 35 年 
 
※１高齢者向け返済特例を利用した場合は、上記の融資限度額

又は機構による担保評価額（建物と敷地の合計額）のいずれ
か低い額が上限となる。 

※２高齢者向け返済特例を利用した場合の返済期間は、申込人
（連帯債務者を含む）全員が死亡するまでである。なお、元
金据置期間は設定できないことに留意すること。 

 
（注）その他詳細については、独立行政法人住宅金融支援機構

ホームページを参照すること。 
（https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html） 

 
 
 
 
 
 
 

対象者  自身が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を購

入する者で、住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」 

又は「半壊」の「罹災証明書」の発行を受けた者。 
  

https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html
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制度の名称 災害復興住宅融資（補修） 

支援の種類 貸付（融資） 
制度の内容 
（独立行政法
人住宅金融支
援機構の場
合） 

 自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、罹

災証明書を交付されている者が、住宅を補修する場合に受け

られる融資。 

 融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援

機構の定める基準を満たす必要がある。 

 この融資は、融資の日から１年間の元金据置期間を設定でき、

据置期間を設定すると返済期間を延長することが可能。 

 

融資限度額（※１） 返済期間（※２） 

1,200 万円 20 年 
 
※１高齢者向け返済特例を利用した場合は、上記の融資限度額

又は機構による担保評価額（建物と敷地の合計額）のいずれ
か低い額が上限となる。 

※２高齢者向け返済特例を利用した場合の返済期間は、申込人
（連帯債務者を含む）全員が死亡するまでである。なお、元
金据置期間は設定できないことに留意すること。 

 
（注）その他詳細については、独立行政法人住宅金融支援機構

ホームページを参照すること。 
（https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html） 

 
 
 
 
 
 
 

対象者  自身が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を補

修する者で、罹災証明書の発行を受けた者。 
  

https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html
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制度の名称 公営住宅への入居 

支援の種類 現物支給・現物貸与 
制度の内容  低所得の被災者は、都道府県又は市町村が整備する公営住宅

に入居することができる。 

 公営住宅の家賃は収入に応じて設定されるが、必要があると

認められる場合は、一定期間、家賃が減免されることがある。 
対象者  以下の要件を満たす者が対象。 

 住宅困窮要件：災害によって住宅を失い、現に住宅に困窮 
していることが明らかな者 

※公営住宅に入居できる世帯の資格要件については、公営住

宅を整備する地方公共団体（都道府県、市町村）で別に定

める場合がある。 
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【参考】被災者向けリーフレットポスター 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ダウンロード先：内閣府防災情報のページ 

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaikyujo.html 

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaikyujo.html
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ダウンロード先：内閣府防災情報のページ 

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaikyujo.html 
 

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaikyujo.html


 

 
 

 




